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共同研究取扱要項 

(目的) 

第１条 この要項は、公益財団法人電磁材料研究所(以下「本法人」という。)におい 

て、公益目的事業の一環として本邦及び海外の公的研究機関等又は企業(以下「外部 

機関」という。)と行う共同研究を円滑に実施するために定めるものである。 

(定義) 

第２条 公的研究機関等とは、次に掲げるものをいう。 

一 本邦の国立研究機関、独立行政法人、国立大学法人又はこれに準ずる機関 

二 本邦の公立研究機関、公立大学法人又はこれに準ずる機関 

三 本邦の私立大学法人 

四 前各号に相当する海外の機関 

２ 共同研究は、本法人の研究員(以下「研究担当者」という。)が外部機関の研究 

者(以下「共同研究者」という。)と共通の課題について、共同又は分担して行う 

研究で、次に掲げるものをいう。 

一 本法人において、共同研究者及び共同研究遂行のため必要とする経費(以下 

「研究経費」という。)を受け入れて行うもの 

二 本法人において、研究経費を受け入れて行うもの 

三 本法人が公的研究機関等と行う研究で、研究経費の受け入れがないもの 

四 本法人が公的研究機関等と行う研究で、本法人が研究経費の一部を負担し、 

 当該公的研究機関等に納付して行うもの 

五 前各号のほか、理事長が、公益目的事業に著しく寄与すると判断したもの 

(実施等) 

第３条 研究担当者又は外部機関が共同研究の申し込みをする場合は、事業支援室長 

に対して行い、研究開発事業部長(組織規程第３条第２項の規定により、「専務理

事」をもって充てる。)が常任理事会に諮り、常任理事会において承認された場合実

施する。 

２ 研究開発事業部長は、常任理事会において共同研究の実施が承認されたときは、

その内容を、研究担当者、外部機関及び会計規程第５条に定める会計責任者(以下

「会計責任者」という。)に通知する。 

(契約担当) 

第４条 共同研究契約に関する業務は、事業支援室長が行う。 

(実施の条件) 

第５条 共同研究は、研究担当者の自主研究に支障を生じる恐れがない場合に限り、 

共同研究契約を締結して実施する。 
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２ 第２条第２項第１号で定める共同研究において、共同研究者を本法人が受け入れ 

る場合の条件は、次のとおりとする。 

一 共同研究者は、外部機関において、現に研究業務に従事しており、共同研究 

 のため在職のまま本法人に派遣される者とする。 

二 外部機関の長は、共同研究契約を締結した後、共同研究者経費として、月額 

 ３万５千円(消費税相当額を含む。)に受入れ月数を乗じた額を、所定の期日ま 

でに本法人に納付しなければならない。 

３ 第２条第２項第１号又は第２号で定める共同研究において、本法人に納付された

研究経費により取得した設備等は、本法人に帰属する。 

(研究経費等) 

第６条 本法人は、その施設及び設備を共同研究の用に供するとともに、当該施設及 

び設備の維持・管理に必要な経費等を負担する。 

２ 第２条第２項第１号又は第２号で定める共同研究において、外部機関は、研究経 

費として、研究支援者の人件費、謝金、旅費、消耗品費、備品費、外注費、光熱水

料等の経費(以下「直接経費」という。)及び間接経費として直接経費の１０％の合

算額を負担する。 

３ 外部機関の長は、研究経費を、所定の期日までに本法人に納付しなければならな 

い。 

４ 前条第２項第２号及び第２項で定める共同研究者経費及び研究経費は、本法人が 

予算を通して経理する。 

５ 第２条第２項第４号で定める共同研究において、本法人が公的研究機関等に納付 

する研究経費は、当該公的研究機関等との協議によるものとする。 

６ 第２条第２項第５号で定める共同研究において、実施の条件は、当該外部機関と 

の協議によるものとする。 

(設備等の受入) 

第７条 本法人は、共同研究の遂行上必要がある揚合は、外部機関からその所有する 

設備等を受け入れることができる。 

(研究実施揚所) 

第８条 研究担当者は、共同研究のため必要な場合には、外部機関の施設を利用して 

研究を行うことができる。この場合、出張として取り扱うものとする。 

(研究の中止等) 

第９条 外部機関から共同研究の中止又はその期間の延長の申し出があった場合は、 

研究開発事業部長が常任理事会に諮り、常任理事会において承認されたときは、書

面により外部機関に通知する。 

２ 本法人が天災その他やむを得ない事由により共同研究を中止又はその期間を延長 
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する場合は、研究開発事業部長が常任理事会に諮り、常任理事会において承認され

たときは、事業支援室長はその旨を会計責任者に通知する。 

３ 前項の場合,本法人は、外部機関にその事由を書面により通知し、その責を負わな 

い。 

４ 第１項又は第２項の規定により共同研究を中止した場合において、第５条第２項 

第２号に定める共同研究者経費及び第６条第２項に定める研究経費で既に納付され 

た額に不用が生じたときは、不用となった経費の額の範囲内で、その全部又は一部 

を返還することがある。 

(進捗状況の把握) 

第１０条 本法人及び外部機関は、協同して、共同研究の進捗状況を把握しなければ 

ならない。 

(研究成果の報告等) 

第１１条 研究担当者は、共同研究が完了したときは、研究期間中に得られた研究成 

果を取りまとめ、研究開発事業部長及び事業支援室長に報告する。 

２ 本法人及び外部機関は、共同研究期間中に得られた研究成果について、実施報告 

書を取り交わすものとする。 

３ 事業支援室長は、共同研究が完了したときは、その旨を会計責任者に通知する。 

(研究成果の公表) 

第１２条 共同研究による研究成果は、本法人の公益法人としての社会的使命を踏ま

え、本条の規程に従って、研究成果を開示し、発表し又は公開すること（以下本条

において「研究成果の公表等」という。）ができる。 

２ 研究成果の公開等を希望する者（以下本条において「公表希望当事者」とい

う。）は、研究成果の公表等を行うことの意思表示締切日（申し込み締切日等）の

６０日前までに、研究成果の公表等の内容を書面にて相手方に通知しなければなら

ない。通知の義務を負う期間は、本共同研究完了の日の翌日から起算して１年を経

過したときに満了する。ただし、この期間は、理事長及び外部機関の長が協議の

上、短縮又は３年を上限として延長することができる。 

３ 公表希望当事者より前項の通知を受けた相手方は、研究成果の公表等の内容に、

本契約により秘密保持義務を負うべき対象が含まれていること、又は、出願により

保護すべき特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)が含まれて

いることを理由として、当該通知の受理後１５日以内に公表希望当事者に、研究成

果の公表等の内容を修正すべき旨の協議を申し入れることができる。 

(特許出願) 

第１３条 理事長及び外部機関の長は、共同研究の結果生じた特許権等について速や 

かに特許権等の帰属が決定できるように、共同研究の契約時に、共同研究内容の相 
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互の役割分担等を協議するものとする。 

２ 理事長は、共同研究に伴い特許権等が生じた場合は、特許発明委員会に諮るもの 

とする。なお、外部機関の長から特許出願(外国特許を含む。)の要望があった場合

は、理事長は外部機関の長と協議し決定する。 

３ 理事長又は外部機関の長は、研究担当者又は共同研究者が、共同研究の結果、そ 

れぞれ独自に発明を行い特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行った 

ことについて、あらかじめそれぞれ相手方の同意を得なければならない。 

４ 理事長又は外部機関の長は、研究担当者及び共同研究者が、共同研究の結果、共 

同して発明を行い特許出願を行おうとするときは、互いの持ち分等を定めた共同出 

願契約を締結の上、共同出願を行う。ただし、外部機関から特許を受ける権利を承 

継した場合は、本法人が単独で出願を行う。 

(特許権等の実施) 

第１４条 理事長は、共同研究の結果生じた特許権等につき、本法人が承継した特許 

等を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権等(以下「本法人が承継した特許 

権等」という。)を、外部機関又は当該外部機関の指定する者から優先的に実施し 

たい旨の申し出があった場合は、出願したときから１０年を超えない期間内におい 

て、３年間を限度として、優先的に特許権等を実施させることができる。 

２ 理事長は、共同研究の結果生じた特許権等につき、外部機関との共有に係る特許 

等を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権等(以下「共有に係る特許権等」と

いう。)を、当該外部機関の指定する者から優先的に実施したい旨の申し出があった

場合は、出願したときから１０年を超えない期間内において、３年間を限度とし

て、優先的に特許権等を実施させることができる。 

３ 前２項に定める優先的実施期間は、更新することができない。ただし、特別の事 

由がある場合は、常任理事会の承認を得て更新することができる。 

４ 理事長は、本法人が承継した特許権等又は共有に係る特許権等を外部機関が実施 

するときは、実施許諾契約で定める実施料を徴収する。 

(第三者に対する実施の許諾) 

第１５条 理事長は、外部機関又は当該外部機関の指定する者が、本法人が承継した 

特許権等又は共有に係る特許権等を、共同研究完了の日から起算して一定期間実施 

しない場合又は前条第１項及び第２項に定める優先的実施期間開始後一定期間実施 

しない場合は、外部機関又は当該外部機関の指定する者以外の者に対し、特許権等 

の実施を許諾することができる。 

(秘密の保持) 

第１６条 理事長及び外部機関の長は、共同研究契約の締結に当たり、相手方より提 

供若しくは開示又は知り得た情報について、あらかじめ協議して非公開とする旨定 
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めることができる。また、理事長は、当該外部機関の指定する者に対しても、本契

約に準拠して秘密保持させることができる。 

(雑則) 

第１７条 この要項に定めるもののほか、共同研究の取り扱いに関し必要な事項は、

別に定める。 

附 則 

1 この要項は、平成２３年７月１日から施行する。 

附 則 

1 この要項は、平成２４年９月２８日から施行する。 

附 則（改正 平成２８年１０月２８日常任理事会） 

1 この要項は、平成２９年４月１日から施行する。 


